
は 　 じ 　 め 　 に

現在、私たちの日常生活の中で、障害のある人や高齢者に対する不利な扱い、

同和問題に関する差別発言やインターネット上での書き込み、外国人への暴力や入

居拒否、東日本大震災における風評被害など、誤った考えや思い込み、偏見など

から、他者を排除したり差別したりする事案が依然として発生しています。

また、いじめや虐待、孤立死なども大きな社会問題になっていますが、その背景

には、人と人とのつながりの希薄化や自分と異質な存在を排除するという意識があ

るのではないでしょうか。

私たちが抱くこれらの「意識」は、様々な人権課題に共通した、いわば人権の

根幹に関わる部分です。

だれもが、差別のない社会の必要性については理解しています。しかしその一方

で、自分や身近な人に関わる出来事には過敏である反面、遠い存在に対しては他

人事のように感じていたりします。日常生活における自らの言動を振り返り、自らの

奥に潜む誤った考えや思い込みなどに気づくことが必要です。そして、その気づきと

ともに、他人事を自分のこととして受け止められるようになること、また具体的な行

動につなげていくことが何よりも重要です。

この作品をできるだけ多くの方にご覧いただき、自らの思い込みや偏見に気づく

とともに、他者の思いを自分自身のこととして捉え、認め合い関わり合っていくこと

の大切さを実感することによって、人と人とのつながりや絆
きずな

をより一層深めていく一

助になることを願っています。

　　平成２５年２月

兵庫県・公益財団法人兵庫県人権啓発協会
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1 制作のねらい

2 あらすじ

高齢者や外国人に対する排除、不利益な扱い、同和問題や原発事故に伴う風評被害の問題、これら
多くの人権課題に共通する根っこの部分は、私たちの誤った考え方や思い込み、偏見という「意識」です。

誰もが他者の排除や差別がよくないことは理解しています。その一方で、私たちは自分や身近な人に
関わる出来事には敏感に反応するけれど、それ以外のことには他人事のように感じたりします。また、私
たちは、自分や家族の生活を守るために、あるいは誤解や偏見に気づかずに、他者を排除したり、傷
つけたりしがちです。

このドラマの主人公・弓枝もそんな一人です。弓枝の心を揺さぶったのは、息子である輝
てる

の友だちを思
う純粋な気持ちと、同じ集合住宅に他国から引っ越してきた隣人です。

誤解や偏見に気づき人と深く向き合うこと、他者の気持ちを我がこととして思うこと。すべての人権課
題を自分に関わることとして捉え、日常の行動につなげてもらうために、このドラマを制作しました。

「意識と人権」　～ あなたの思いを　わたしのものに ～

向井弓枝は、パート先のスーパーで、高齢の客のおぼつかない行動に不快
感を持つ。自宅のマンションのエレベーターでも、高齢の人や障害のある人
に対してイライラを募らせる。弓枝は、面倒な人が多く住むこのマンション
を出て、一戸建てや新築マンションに引っ越したいと、夫の勇

いさむ

に訴える。

輝がマンションの屋上に行くと、同じ年頃の少年・龍
り ゅ う た

太が空にカメラを向
けていた。空好きの二人は意気投合し、輝は龍太を家に招く。夕食をいただ
いたお礼にと、龍太の母の美里が、故郷福島の草木染めの布を持ってくる。
最初は喜ぶ弓枝だったが、パート仲間の意見もあり、放射能への恐ろしさか
ら布を捨ててしまう。そしてそれを、龍太がゴミ置き場で発見する。

輝を探す弓枝と勇。輝は、隣のタイ人夫婦・ロークとノイのところにいた。
夫婦はタイ料理店で働いていて、店を持ちたいので試食してほしいと申し出
る。皆で食卓を囲みながら、ノイの思いを知った輝は、廊下の鉢植えを割っ
たことを謝り、勇も偏見を持っていたと告げる。握手をする勇とローク。そ
の様子を笑顔で見つめる弓枝は、ふと台所の隅に、自分が捨ててしまった草
木染めがあることに気づく。

弓枝の一人息子の輝は、空オタクだ。いつも空や雲のことを考えていて、
友だちもいない。カメラを抱えた輝が自宅に帰ってくると、隣の部屋のドア
が開き、見知らぬ外国人が引越をしている。外国人に対して偏見を持ってい
る弓枝と勇の話を聞き、輝も「みんな不法滞在なんだから送り返せばいい」
と言う。

学校からの帰り道、輝は、龍太が同級生たちから放射能のことでいじめら
れているのを見つけ加勢するが、二人とも投げ飛ばされる。同級生を非難す
る輝に、「お前も同じだろ」と龍太は叫び、「草木染めをなぜ捨てたのか」と
詰め寄る。それを同じマンションの高齢者・千代子とタイ人・ロークが止め
る。帰宅した輝は弓枝を責め、家を飛び出す。

ノイから、草木染めを譲ってもらった弓枝は、美里の家に。そして、自分
の気持ちを伝えようとするが・・・。
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向井　弓枝
（白石 美帆）
輝の母

向井　輝
（浦上 晟周）
中学校１年生

向井　勇
（鳥羽 潤）
輝の父

五十嵐　美里
（湯浅 美和子）
龍太の母

「日本にいるアジア系って、みんな不法滞在なんだろ。だったら、送り返せばいい」

「キモ。邪魔だし」
＜ルアンの家の鉢植えを蹴る＞

「『ほんとの空』っていうのは、高村光
太郎って人が書いた詩の中の…」

「みんなでこっちに来ればよかったの
に」

≪勇≫ 
「ノイさん、日本はどうで
すか？住みやすいです
か？」

「ボクが鉢植えを倒しま
した。ごめんなさい」

≪勇≫                  
「ごめんなさい。ボクも
外国の人に対して偏見を
持ってました」

「タイにもいろんな人がい
る。日本にもいろんな人が
いる。人は、それぞれ違い
ますね。面白いですね」

「日本はとっても便利で
す。でも…嫌なこともあ
る。日本人は、タイ人よ
りえらいと思っている。
悪口いう」

「でも、話したらわかる
ことがいっぱいある。日
本もタイも、同じ空でつ
ながってる」

「知ってる。…おれ、住んでたから」

「みんな、福島が好きだから」

≪勇≫ 
「ノイさん、日本はどうで
すか？住みやすいです
か？」

「ボクが鉢植えを倒しま
した。ごめんなさい」

≪勇≫                 
「ごめんなさい。ボクも
外国の人に対して偏見を
持ってました」

「タイにもいろんな人がい
る。日本にもいろんな人が
いる。人は、それぞれ違い
ますね。面白いですね」

「日本はとっても便利で
す。でも…嫌なこともあ
る。日本人は、タイ人よ
りえらいと思っている。
悪口いう」

「でも、話したらわかる
ことがいっぱいある。日
本もタイも、同じ空でつ
ながってる」

「また、うちに来ない？」

「この空は、『ほんとの空』に続いてる。いつか一緒に、見に行こう」

「……」

「どこも同じだよ。高齢社会なんだから」

「いいんじゃない？　それぞれ事情もある
だろうし、一人で住みたい人もいるんだろ
うから」

「変わるのかな」

「国際化だか何だかしらないけど、あいつ
らに精密機械なんて無理」

「違うんじゃない。そうやって敬遠するか
ら、差別がなくならないんじゃないかな」

「あ～、もう、年寄りって面倒くさい！」

「目の不自由な人もいるでしょ。面倒を見
てくれる家族いないのかな」

「どこに住んでるのか、どんな家に住んで
るのかで人の評価って変わるでしょ」

「治安も悪くなりそう。何としてでも、こ
こから出て行かなくちゃ」

「差別するわけじゃないけど、同和地区は
いまだにどうこういう人がいるわけだか
ら、住まない方がいいんじゃないかな」

「何で普通にできないかな。
友だちだってできるのに」

「輝は知ろうとしてたのね。原発
事故のことも、放射能のことも。
あの子は、あの子なりに龍太くん
のこと、思ってたのね」
「それなのに、私、ちゃんと知ろ
うとしないで、人の言葉に流され
て、怖い怖いと思いこんで…」

「やめなさい！恥ずかしい！」
「それでなくても、『輝くんは変
わってる』って言われてるのよ。ど
うして、普通にできないの」

「仕方がなかったのよ。万が一が
あっちゃいけないもの。あなたの
ためなの！」

「放射能のことはよくわからな
い。わからないから怖いのよ」

「普通じゃなくて悪かったね」

「草木染め、何で捨てたんだよ！」

「じゃあ、調べたの？放射能のこと」

「は？わからないのに、捨てたの！？」

「だいたい普通って何だよ。輝は輝だろ」

「そう。大事なのはここ（胸をさし）。
どこに住んでるとかさ、そんなことで人
の価値は決まらない」

「変わった子でもいいよね。私、普通に
こだわり過ぎてたのかな」

「うん。あの子は、人の気持ちをちゃん
と思いやれる。それで充分だよね！」

龍太との出会い

龍太がいじめられて
いるのを見る

ルアンの家で、　親子で試食

草木染めを捨てる

美里の家へ

め
れ
て
て

うやって敬遠するか
いんじゃないかな」

いまだにどうこういう人がいるわけだか
ら

「迷惑だなんて、
とんでもない！」

「私の実家の近くで作った草
木染めなんです。福島のも
の、ご迷惑じゃなければ…」

あの子
のこと
「それ
うとし
て、怖

「輝にも、言われました。『お母さん
のしたことは恥ずかしい』って」

「どんなに謝っても、私がしたことは
許してもらえないかもしれない。だけ
ど、輝は龍太くんのことを大切に思っ
ています」

「輝
事故

「仕
あっ
ため

「放
い。わ

「や
「そ
わって
うして

ら、住まない方がいいんじゃないかな」

「迷惑だなんて、
とんでもない！」

作った草
福島のも
れば…」

「その草木染めっ
て、放射線量が高
い地域で作られた
んでしょ。影響あ
るんじゃないの」

「やめときなよ、
福島のものは。一
番大事なのは家族
の健康よ」

「でも、その布
から放射能が
出るわけじゃ
ないでしょ」

「…そうよね」

パート仲間

与田　千代子
友永　新一　
マンションの住人

「そう。大事なのはここ（胸をさし）。
どこに住んでるとかさ、そんなことで人
の価値は決まらない」

「うん
と思い

「先日はありがとうござ
いました」
＜与田の荷物を持つ＞

「あ、ちょっと待って」
＜友永がエレベーター
に乗るのを待つ＞

五十嵐　龍太
（石川 大樹）

福島から来た転校生

同級生

「おいおい、輝のやつ、また
雲撮ってるぜ」
「キモッ」

「来るな、来るな、放射能が
うつるだろ」
「汚染されるだろ」

」

「あいつら…何でこん
なことすんだよ」

「え？」

「おまえも、あいつ
らと同じだろ！」

「何で草木染め捨て
たんだよ」

ローク・ルアン
ノイ・ルアン　
隣に住むタイ人

「私もね、嬉しかったの。私に
も、初めて友だちができるかなっ
て。でも…無理よね」

うれ

3 登場人物とポイントとなる台
せ り

詞
ふ
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（１）学習会の流れ
 学習会を始める前に、計画や運営の面でどのようなことに注意していくとよいか、
基本的な内容についてチェックしてみましょう。

【 準　備 】
　□　学習のねらいが、はっきりしている。
　□　学習内容は、学習者が知りたいことである。
　□　実施時期や時間、場所は、学習者に無理のない設定である。
　□　指導者や講師は、ねらいや内容の点から適任である。
　□　学習方法は、講義や討論、ビデオ視聴など学習者や内容に合わせて決めている。
　□　資料や機材等の確認ができている。
　□　昨年度の改善点を活

い

かしている。

【 実　施 】
　□　スムーズな進行をめざして、シナリオを作成するなど工夫している。
　□　ワークシートは、学習者が考えを整理するための資料として活用している。
　□　話し合う班は５名程度と少人数にし、話しやすい雰囲気づくりを心がけている。
　□　プライバシー厳守や他者を批判しないなど話し合う際のルールが共有できている。
　□　実施中に学習者の様子を観察するなど、評価の視点を取り入れている。
　□　アンケートに、理解の程度や内容に関する項目、自由記述などを入れている。

【 実 施 後 】
　□　アンケート結果を、効果があった点と改善点とに分けてまとめ、報告する。
　□　アンケート結果をもとに、次回の学習会に向けた計画案を作成する。

　効果的な学習とするための最大のポイントは、ねらいの明確さです。学習内容や講師
選択は、しっかりとしたねらいがなければ成り立ちません。また、事前に講師と打合せを
行い、担当者の考えを伝えておきます。話し合いをする場合、班分けへの配慮とともにテー
マ設定が重要です。身近で、だれもが知りたいと感じているテーマを示すことで、意見が
活発に出され、充実した気づきの場となります。

　学習会を成功させるには、全体の流れがイメージできていることが重要です。受付や
挨拶、講演や討論の質疑応答などの時間配分も含めて、計画にそって進めていきます。
話し合いをする場合、学習者同士の関わりによって新たな気づきが生まれ、学び合った
成果を発表し合う、といった振り返りの機会をもつことが大切です。学習者が、聞く・見る・
話す・作る、など変化のある活動ができるよう心がけます。

☆ 学習者に新たな気づきがあったか。　☆ 学んだことが日常生活につながっているか。

アンケート結果の報告
＊ 効　果
＊ 改善点
＊ 感　想

実施に向けた
具体案

学
習
会

〈学習者の視点を大切に〉

結果を活かした
計画案

4 活用にあたって
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（２）学習のねらい

（３）初めて学習会を計画される方へ（40 名程度の住民学習を例として）
 ＜話し合うポイントを決めておく＞

　ビデオを用いた学習会では、見ただけで終わらせることのないように、少しの時間
でもよいので、それぞれの考えや感じたことを話し合い聞き合うことで、課題を共有
し、深めることができるように参加型学習の手法を一部取り入れるなどの工夫が望ま
れます。
　今回の作品では、下記ア・イ・ウ・エの４つが話し合うポイントとして考えられま
すが、全体の学習時間を考慮して、ポイントを絞ることが必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ア　弓枝は、どのように描かれているか、自分と照らし合わせて考える。
　　あなたは、弓枝にどのような気持ちを抱きましたか。共感したところや反感を持っ

たところは、どんなところですか。そして、自分と比べてみて、気づいたことはあり
ますか。弓枝の言動から、日頃の自分自身を振り返りましょう。

イ　弓枝、勇、輝の気持ちや言動に変化をもたらしたものは何かを考える。
　　どのようなことが、弓枝、勇、輝のそれぞれに気づきを与えたのでしょうか。草木

染めをもらってからの弓枝や、ルアン夫婦が隣に来た後の弓枝・勇の様子などを振り
返りながら、真の気づきを生むために大切なことは何か、考えてみましょう。　　　
　　　　　　　　　　
ウ　弓枝と美里、輝と龍太の今後の関係を考える。
　　この作品の結末について、どう感じましたか。あなたが、美里や龍太だったら、ど

うでしょうか。弓枝・輝の親子と、美里・龍太の親子のそれぞれの立場から、互いの
気持ちを想像してみましょう。　　　　　　　　　　　　　　　

エ　人と人とのつながりや絆を深めるために、自分たちにできることを考える。
　　自分の中にある様々な意識について、気づくことができましたか。そして、それら

の意識を踏まえて、地域の中で人と人とのつながりや絆を深めていくために、どんな
ことが自分たちにできるか、話し合ってみましょう。

◆　間違った捉え方や思い込み、偏見などで他者を排除していないか、日頃の自分自身
の言動に潜んでいる意識について振り返る。

◆　自分や身近な人に関わる出来事には敏感に反応するが、それ以外のことには他人事
のように感じてしまう場合があることを認識する。

◆　私たちが日常何気なく発したり聞いたりする陰口・噂
うわさ

話が、知らず知らずのうちに人
権を侵害していることに気づく。

◆　自分の偏見に気づき、自らの言動につなげていくことの大切さについて、自分の問題
として考える。

◆　お互いを認め合い、共感し、交流することによって、人と人とのつながりや絆を深め
ていくことのすばらしさを認識する。
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■■■ 学習展開例 ■■■

目
　
　
標

１　登場人物の言動を参考にしながら、自分の中にある思い込みや偏見などの「意識」
について振り返る。

２　弓枝や美里の体験を他人事とせず自分自身のこととして捉えることが、日常生活に
おける言動の変化につながることを理解する。

３　人と人とのつながりや絆を深めるために、自分たちにできることを考える。

　※　対象者に合わせて【ワークシート１】【ワークシート２】をご活用ください。

学　習　活　動（９０分での例示） 学習活動を支援するポイント

１　開会（８分）
　　班ごとに自己紹介と役割分担をする。
　　学習会の進め方を知る。

２　「ほんとの空」を視聴する。（36 分）

３　ワークシートに記入する。（８分）

４　項目を絞って班ごとに話し合う。（20 分）

(1) 弓枝、勇、輝はどんな点で変わりましたか。
また、それはなぜだと思いますか。

　（弓枝は、どのように描かれていますか。）

(2) 弓枝と美里、輝と龍太は、今後どうなると
思いますか。

(3) 自分や周囲の人たちの、思い込みや偏見に
ついて振り返ってみましょう。人と人とのつ
ながりや絆を深めていくために、自分たちに
はどんなことができると思いますか。

５　各班で出た意見を交流する。（10 分）
　　（２～３班に発表してもらう）

６　まとめ（６分）

７　閉会（２分）

○　受付で班カードを配り、班ごとに座ってもらう。
（１班５名程度）

○　自己紹介の中で、司会・記録・発表などの役割
を決める。

○　話し合う方向性（P ５）を伝えてから視聴する。

○　自分のメモとして簡単に記入することを伝える。

○　「共通の項目を全体で」や「班ごとに項目を決め
て」など、話し合う前に内容について伝える。

○　各班を回りながら、支援の声かけをする。
（話し合いの内容に適切な資料を紹介するなど）

(1) 建前でなく、本音を言い合うことが大切。
　　・弓枝、勇、輝が抱く偏見
　　・美里親子、外国人夫婦との関わり　など
(2)それぞれの立場から、互いの気持ちを考える。
　　・弓枝と美里のラストシーンでの気持ち
　　・手紙を渡す輝と受け取る龍太の気持ち
　　　など
(3) 建設的な話し合いになるよう協力し合う。
　　・思い込みや偏見について（発表できる範

　　囲で）
　　・日常生活の中で自分たちができること　
　　　など

○　同じ内容が続く場合もあるため、前の班が触れ
なかった点を中心に発表するよう助言する。

○　「弓枝や勇、輝が抱く『意識』は、私たちにも共
通した部分があること」「他人事を自分自身のこと
として受け止め気づくことが、言動の変化につな
がること」「人と人との絆を深めるために、互いを
認め合い、共感し、交流することが大切であるこ
と」を確認し、まとめとする。
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■■■ ワークシート１ ■■■

※ビデオ視聴後の感想を整理し、話し合いをスムーズに進めるためのメモと考え、お書きください。

こんな点が

弓枝

勇

輝

変えたものは

　弓枝→

　勇　→

　輝　→

こんなふうに変わった

１　弓枝、勇、輝は、どんな点で変わりましたか。また、それはなぜだと思いますか。

２　弓枝と美里、輝と龍太は、今後どうなると思いますか。

３　自分や周囲の人たちの、思い込みや偏見について振り返り、人と人とのつながりや絆
を深めていくために、自分たちにはどんなことができるか考えてみましょう。

ほんとの空

～自分の思い込みや偏見に気づいていますか？～
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■■■ ワークシート 2 ■■■

ほんとの空

～自分の思い込みや偏見に気づいていますか？～

１　この作品の内容に関する以下の事柄について「そう思う」場合は〇、「思わない」場
合は×、「わからない」場合は△をつけて、自分の思いを確認してみましょう。

　□　弓枝は、高齢者や障害のある人、外国人や同和問題などに対して偏見を持ちすぎだ。

　□　弓枝が人の言葉に流されて、放射能への怖さから草木染めを捨てたことには同感できる。

　□　弓枝の、美里親子を傷つけたという気づきが、日常生活にすぐ活かされるか疑問だ。

　□　輝は、空オタクで変わっているので、同級生から多少いじめられてもやむを得ない。

　□　輝が、龍太に写真と伝えた「ほんとの空」が何を意味しているのか、よく理解できる。

　□　勇は、弓枝の良き相談役であり、人権に関するリーダーの役割を担っている。

　□　美里は、弓枝がドアの前で謝っているとき、その内側で聞いていたに違いない。

　□　龍太にとって輝は大切な存在だが、草木染めの件で関係は完全には修復できないだろう。

　□　ルアン夫婦が風習や習慣が違う日本で嫌な思いをするのは、ある程度仕方がないと思う。

　□　高齢の与田や、障害のある友永のような存在が、邪魔者扱いされていると感じる。

２　あなたには、こんな思い込みや偏見はありませんか？
　　自分や周りの人たちを振り返ってみましょう。（可能な範囲で話し合いを）

・男は仕事、女は家庭。 ・今どきの若者は、苦労を知らない。 ・「老い」は、暗く汚いものである。 など

３　それぞれの地域で、人と人とのつながりや絆を深めていくために、自分たちにはどん
なことができると思いますか。
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5 参考資料等

 １　私たちの「意識」について Ⅰ

①　高齢者、子ども、障害のある人に関
する人権問題

　内閣府「人権擁護に関する世論調査」（平成

24 年）によると、高齢者に関して現在どのよ

うな人権問題が起きていると思うか、という問

いに対して、「高齢者が邪魔者扱いされ、つま

はじきにされること」を挙げた者の割合が、全

体の 31.0％となっています。

　また、これに続いて「病院での看護や養護

施設において劣悪な処遇や虐待を受けること」

（30.0％）、「家庭内での看護や介護において嫌が

らせや虐待を受けること」（24.6％）となって

おり、高齢者に対する虐待が、人権問題として

高い割合で認識されていることがわかります。

　子どもに関する同様の問いに対しては、「い

じめを受けること」が 76.2％と最も高い割合

となっており、「虐待を受けること」が 61.0％

でこれに続いています。いずれも現在、多くの

事例が報告されていることから、大きな社会問

題の一つとして認識されていることがわかりま

す。

　また、これら被害者としての視点だけでなく、

「いじめ、体罰や虐待を見て見ぬふりをするこ

と」が、これらに続いて 55.8％と高い割合と

なっており、被害者と加害者の周囲にいる人た

ちの言動についても人権問題として認識されて

いることがわかります。

　障害のある人に関する同様の問いに対し

ては、「就職・職場で不利な扱いを受けるこ

と 」 の 割 合 が 47.0 ％ と 最 も 高 く、 続 い て

「じろじろ見られたり、避けられたりするこ

と」（44.7％）、「差別的な言動をされること」

（39.8％）、「職場、学校等で嫌がらせやいじめ

を受けること」（35.5％）となっています。

　以上のとおり、高齢者に対する「邪魔者扱い」

「つまはじき」「虐待」、子どもに対する「いじめ」

「虐待」「見て見ぬふり」、障害のある人に対す

る「不利な扱い」「避けること」「差別的な言動」

などの問題が起きていると思う人が多いことか

ら、高齢者、子ども、障害のある人それぞれの

排除につながる内容が、人権問題として強く認

識されている、という現状がうかがえます。

0 10 20 30 40 50 60（％）

（複数回答）

50.6

40.6

39.3

31.0

30.0

24.6

18.2

15.7

11.9

0.3

8.1

2.3
総　数（N＝1,864人,M.T.＝272.6％）

悪 徳 商 法 の 被 害 が 多 いこと

経 済 的 に自 立 が 困 難なこと

アパート等への入居を拒否されること

差 別 的 な 言 動 をされること

そ の 他

特 に な い

わ か ら な い

働く能 力を 発 揮 する機 会 が
少 な い こ と

高 齢 者 が 邪 魔 者 扱 いされ 、
つ ま は じ き に さ れ る こ と

病院での看護や養護施設において
劣悪な処遇や虐待を受けること

家庭内での看護や介護において
嫌がらせや虐待を受けること

高 齢 者 の 意 見 や 行 動 が
尊 重 さ れ な い こ と

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90（％）

（複数回答）

76.2

61.0

55.8

31.9

28.4

24.8

0.3

3.6

1.9
総　数（N＝1,864人,M.T.＝284.0％）

い じ め を 受 け る こ と

虐 待 を 受 け る こ と

い じ め 、体 罰 や 虐 待 を
見 て 見 ぬ ふ り を す る こ と

学校や就職先の選択等の子どもの
意見について、大人がその意見を
無 視 す る こ と

児 童 買 春・児 童 ポルノ等 の
対 象 と な る こ と

体 罰 を 受 け る こ と

そ の 他

特 に な い

わ か ら な い

高齢者に関する人権問題（複数回答）

（内閣府「人権擁護に関する世論調査」平成 24 年）

子どもに関する人権問題（複数回答）

（内閣府「人権擁護に関する世論調査」平成 24 年）
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私たちの「意識」について Ⅱ

②　外国人に関する人権問題
　内閣府「人権擁護に関する世論調査」（平成

19 年）によると、日本に居住している外国人

が不利益な取扱いを受けることがあるが、こ

のことについてどう思うか聞いたところ、「外

国人に対する差別だ」を挙げた者の割合が

31.7％、「風習・習慣や経済状態が違うので

やむを得ない」が 33.7％、「日本の事情に慣

れるまでトラブルがあっても仕方がない」が

20.2％、「外国人だから不利益な取扱いを受け

ても仕方がない」が 3.2％となっています。

　また、平成９年及び平成 15 年の調査結果

と比較すると、「外国人に対する差別だ」を

挙げた者の割合が 30％程度にとどまってい

る（平成９年：39.9％→平成 15 年：30.4％

→ 31.7％）のに対して、「風習・習慣や経済状

態が違うのでやむを得ない」を挙げた者の割合

が大きく増加（平成９年：26.3％→平成 15 年：

28.3％→ 33.7％）しています。「日本の事情に

慣れるまでトラブルがあっても仕方がない」を

挙げた者の割合も増加しており、外国人が不利

益な取扱いを受けることに対して容認している

状況がうかがえます。

③　同和問題に関する人権問題
　同調査（平成 24 年）によると、「同和問題を

知っている」とする者に、同和問題に関し現在ど

のような人権問題が起きていると思うか聞いたと

ころ、「結婚問題で周囲の反対を受けること」を

挙げた者の割合が 37.3％、「身元調査をされるこ

と」が 27.8％、「差別的な言動をされること」が

24.9％、「就職・職場で不利な扱いを受けること」

が 23.2％となっています。また、「特にない」も

18.6％と高くなっています。

　兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会「平成 20

年度人権に関する県民意識調査」では、同和問

題の原因や背景について、「社会全体に残る差別

意識」（24.6％）、「家族、親類から教えられる偏

見・差別意識」（18.5％）、「地域の人から伝えられ

る偏見・差別意識」（11.3％）など、人々の偏見

や差別意識に関する指摘が上位を占めています。

　これらの意識が、依然として発生しているイン

ターネットや公共の場での差別的な書き込みや落

書き、戸籍謄本等の不正取得、同和地区の確認を

目的とした自治体等への問い合わせ、同和問題を

口実にした不当な要求（えせ同和行為）など、差

別を助長させる行為につながっています。

（該当者数）

今回調査（1,766人）

（平成15年2月調査）
（2,059人）

（平成9年7月調査）
（2,148人）

その他

わからない

外国人に対する
差別だ

風習・習慣や経
済状態が違うの
でやむを得ない

日本の事情に慣れ
るまでトラブルがあ
っても仕方がない

外国人だから不利
益な取扱いを受け
ても仕方がない

31.731.7 20.220.2 10.010.033.733.7

30.430.4 19.819.8 16.816.828.328.3

39.939.9 19.319.3 10.310.326.326.3

3.23.2

3.33.3

2.92.9

1.21.2

1.41.4

1.41.4

0 10 20 30 40（％）

（複数回答）

37.3

27.8

24.9

23.2

15.0

7.6

0.8

18.6

12.0
総　数（N＝1,476人,M.T.＝167.3％）

結婚問題で周囲の反対を受けること

身 元 調 査 を さ れ る こ と

差 別 的 な 言 動 をされること

就職・職場で不利な扱いを受けること

イン タ ー ネットを 利 用 して
差別的な情報が掲載されること

差別的な落書きをされること

そ の 他

特 に な い

わ か ら な い

外国人に関する人権問題（複数回答）

（内閣府「人権擁護に関する世論調査」平成 19 年）

同和問題に関する人権問題（複数回答）

（内閣府「人権擁護に関する世論調査」平成 24 年）
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私たちの「意識」について Ⅲ

④　東日本大震災に伴う人権問題
　同調査（平成 24 年）によると、東日本大震災

やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故の発

生により、現在、被災者にどのような人権問題が

起きていると思うか聞いたところ、「避難生活の長

期化によるストレスに伴ういさかいや虐待」を挙

げた者の割合が 64.9％と最も高く、「差別的な言

動をされること」が 22.2％、「職場、学校等で嫌

がらせやいじめを受けること」が 19.6％、「学校、

幼稚園等への入学や入園を拒否されること」が

18.3％となっています。

　また、同調査で、人権課題について関心がある

ものを聞いたところ、「東日本大震災に伴う人権問

題」（28.4％）となっており、「障害者」（39.4％）、

「子ども」（38.1％）、「インターネットによる人権侵

害」（36.0％：過去最高）、「高齢者」（34.8％）に

続き上位に挙げられています。

　以上のことから、東日本大震災に伴う人権問題

は、全体の中でも高い関心が示されており、「いさ

かいや虐待」「差別的な言動」「嫌がらせやいじめ」

「入園や入居、施設利用の拒否」など、排除に関

わる事項が人権問題として認識されている現状が

うかがえます。

⑤　インターネットによる人権侵害
　同調査（平成 24 年）によると、インターネット

による人権侵害に関し、現在どのような問題が起

きていると思うか聞いたところ、「他人を誹
ひ ぼ う

謗中傷

する情報が掲載されること」を挙げた者の割合が

57.7％と最も高く、「プライバシーに関する情報が

掲載されること」（49.8％）、「出会い系サイト等犯

罪を誘発する場となっていること」（42.9％）など

の順となっています。

　文部科学省「青少年が利用する学校非公式サイ

ト等に関する調査」（平成 20 年）では、兵庫県等

に地域を限定し、青少年が利用する学校非公式サ

イト約 2000 件の書き込み内容を調査しています。

　その結果、「キモイ」「うざい」等の誹謗・中傷

の言葉が 50％に認められ、「死ね」「消えろ」等

の暴力を誘発する言葉が 27％に認められました。

　また、誹謗・中傷の対象としては、「生徒」が

61.0％と最も多く、不適切に感じた書き込み内容

では、「同じ学校の生徒の悪口」が 41.0％、「暴言

（乱暴な言葉）」が 33.3％となっています。

　以上のことから、「キモイ」「うざい」「死ね」「消

えろ」等の誹謗・中傷や暴力に関わる言葉が、イ

ンターネット上で他者を排除する言葉として、特に

生徒間で頻繁に使用されており、不適切であると

認識されていることがわかります。

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

（複数回答）

64.9

22.2

19.6

18.3

12.4

10.6

0.9

11.8

9.8
総　数（N＝1,864人,M.T.＝170.5％）

避難生活の長期化によるストレスに
伴 う い さ か い や 虐 待

差 別 的 な 言 動 をされること

職 場 、学 校 等 で 嫌 がらせ や
い じ め を 受 け る こ と

学校、幼稚園等への入学や入園を
拒 否 さ れ る こ と

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や
施 設 利 用 を 拒 否されること

そ の 他

特 に な い

わ か ら な い

誹謗・中傷 50

37

50

63

7327

（1）「キモイ」、「うざい」等の誹謗・中傷の32語が含まれる …………… 50％
（2）性器の俗称などわいせつな12語が含まれる……………………… 37％
（3）「死ね」、「消えろ」、「殺す」等暴力を誘発する20語が含まれる …… 27％

わいせつ表現

暴力表現

（%）
書込あり 書込なし

東日本大震災に伴う人権問題（複数回答）

　（内閣府「人権擁護に関する世論調査」平成 24 年）

青少年が利用する学校非公式サイトへの書き込み内容

（文部科学省「青少年が利用する学校非公式サイト等に関する調査」平成20年）
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「周りと違っていいんだよ」
藤井　輝明（医学博士）

　「誰でもその人にしかない個性や魅力が必ずあ
りますよ」と、屈託のない顔で笑う医学博士の藤
井輝明さん（54）。初めての絵本「てるちゃんの
かお」で、容姿を理由にいじめられた自身の子ど
も時代を語っている。
　2 歳のころ、右ほおに赤いこぶのようなものがで
きた。海綿状血管腫という病気だった。小学校の
ころは「化け物がいる」「触れたら手が腐る」とい
じめられた。
　ふさぎがちな心を支えてくれたのは母親だった。
息子を水泳やバイオリン教室に通わせながら、自
身も同じ習い事に挑戦。藤井さんは「一生懸命やっ
て結果を残すことが、自信につながると教えてくれ
た」と振り返る。
　40 歳を過ぎたころ、小学校時代のいじめっ子
と再会した。「ひどいことを言ってすまなかった。
両親が働いていて寂しかった。ついきついことを
言った」。ぽつりぽつりと話す彼を、藤井さんは許
した。
　「つらい体験だったけれど、友達も学んで成長し
ているな」。特にいじめた側には、長い間苦しい
記憶が残ることに気が付いた。
　東日本大震災で被災した子どもが県外の避難
先でいじめに遭っていることに心を痛める。「放射
能がうつる」などと言うのは「他県から来た異分
子に対する差別です」。「周りと違ってもいいと思っ
て」と言い切る。病気や障害で苦しむ人に対しても、
奇異の目で見たりせず、貴重な体験を活用して励
まし合う社会にしたいという。
　そんな思いを伝えるために、年間約 100 回の講
演をこなす忙しい日々。「ありのままの自分で、誇り
を持って生きていこう」。強さの秘

ひ け つ

訣はここにある。
（神戸新聞朝刊〈共同通信配信〉　平成 23 年 7 月 26 日）

「イケズじゃなかった」
小野　篁

　ＪＲの駅でのこと。長
な が つ え

杖を使って電車を降りた私
は、少し離れたエレベーターへ向かった。見ると
一人のおばちゃんＡが乗り込んで〔閉〕ボタンを
連打している。その気迫たるや“何人たりとも入
れるまい”と言わんばかり。
　そこへおばちゃんＢ登場。強引なセールスマン
よろしく、閉じかけた扉をガッと足止め。隙間から
身体を押し込み、先のおばちゃんＡに勝ち誇ったよ

うな笑みを送った。
「この雰囲気の中には同乗したくないよなぁ」
と思い、次に乗るべく歩みを調整しかかった途端、

「お兄ちゃん、焦らんとゆっくりでエエよ」
　柔らかい声で呼びかけられた。何と、おばちゃ
んＡが今度は〔開〕ボタンを連打してくれている
のだ。

「あ、ありがとうございます！」
　ゆっくりでエエと言われたが、逆に慌てて便乗
させていただいた。
　隅っこに小さくおさまっていると、

「お兄ちゃん、キレイな髪やねぇ」
　おばちゃんＢが和やかな笑顔で見上げてくる。
おばちゃんＡも、

「ホンマ、今時分には珍しい真っ黒な毛やな」
　先ほどのバトルはどこへやら。ニコニコ顔に挟
まれて、ちょっと嬉しくなってきた。

（性別を見間違えられてるけど、まぁいいや。お兄
ちゃんで通しちゃえ）
　ものの数秒の出会いと別れ。と思いきや、ゴン
ドラを降りて改札へ向かう間も、

「荷物持ったげるわ」
（いえ、携帯端末だけですから）
「そんな遠慮せんと」
（取引先の個人情報が入っているので、会社の規
則で預けられないんです）
　左右から競うように声が掛かる。お二方とも、
すでに両手は荷物でうまっているのに…
　一瞬でもＡ：イケズ、Ｂ：強引という先入観を
いだいた自分が恥ずかしい。根はとても親切で、
気のいいおばちゃん達だった。
　別れ際、ポケットいっぱいのアメちゃんを握らせ
てもらい、両手を振ってのお見送りを受ける。何よ
り嬉しかったのは、最後の会話。

「杖で頑張ってるアンタを見てたら、なんや元気に
なってきたわ」

「いつでも声かけてや」
　歩くペースが遅いから邪魔してますよねゴメンナ
サイ、と恐縮することも多い中、ホワッと気持ちが
解
ほ ぐ

れた瞬間。口に入れた飴
あ め

がとろけるように、心
に甘さが広がっていく。
　人を傷つけることもある“ことば”だが、優しさ
という水を吸うと花が咲く。ちょっとの勇気でこと
ばを発し、私も誰かに届けよう。キレイに花咲く、
思い遣

や

りの種を。　
　今日も元気に杖が鳴る。

（平成 23 年度 のじぎく文芸賞 随想部門優秀賞）
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 ２　気づくことの大切さ

人権を身近に感じること
　兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会「平成 20

年度人権に関する県民意識調査」では、人権を

どのくらい身近な問題として感じているか、という

問いに対して、「かなり身近に感じる」が 32.4％

で最も高く、「ひじょうに身近に感じる」（10.3％）

と合わせた『身近に感じる層』が 42.7％を占

めているのに対して、「あまり身近に感じない」

（19.8％）と「まったく身近に感じない」（2.8％）

を合わせた『身近に感じない層』は22.6％でした。

　人権を『身近に感じる層』が約 4 割と、全体

の中では多くの割合を占めていますが、一方で「ど

ちらとも言えない」と答えた者の割合が 30.5％と

なっており、身近な問題として捉えられていない現

状もうかがえます。

　また、この結果を平成 15 年度の前回の調査と

比較してみると、「ひじょうに身近に感じる」が 3.3

ポイントの減少、「かなり身近に感じる」が 1.6

ポイント減少し、『身近に感じる層』が 4.9 ポイン

ト減少（47.6％→ 42.7％）しています。

　これに対して、「あまり身近に感じない」は 0.8

ポイントの増加、「まったく身近に感じない」は

1.2 ポイント増加し、『身近に感じない層』では

2.0 ポイント増加（20.6％→ 22.6％）しており、

「どちらとも言えない」の割合も3.4 ポイント増加

（27.1％→ 30.5％）しています。平成 15 年度

調査との比較から明らかなように、「人権を身近に

感じる」ことが希薄になっている現状がうかがえま

す。

　兵庫県では、平成 16 年度から県内の各市町と

一体となって「人権文化をすすめる県民運動」を

推進しています。人権文化とは、お互いの人権を

尊重し、感じたり、考えたり、行動したりすること

が日常生活の中で自然に定着している有り様のこ

とです。例えば、混んだ電車やバスの中で、お年

寄りや体の不自由な人などに出会ったとき、自然

に声をかけたり、席を譲る行動を取ったりすること

で、決して難しいことではありません。

　高齢者や子ども、障害のある人や外国人、同

和問題で差別されている人や東日本大震災で避

難している人たちなどに対して、いじめや虐待、邪

魔者扱い等、様々な面で排除しようとする事例が

数多く起こっていますが、まず第一に、「人権を身

近に感じること」「気づくこと」、そして「他者の人

権を自分自身のこととして感じること」が何よりも

大切です。

0 20 40 60 80 100（％）

H20年度調査
（n＝1368）

H15年度調査
（n＝1448）

ひじょうに身近に感じる

かなり身近に感じる どちらとも言えない

あまり身近に感じない

まったく身近に
感じない

わからないわからない

10.310.3 32.432.4 30.530.5 19.819.8

13.613.6 34.034.0 27.127.1 19.019.0

2.82.8

1.61.6

4.24.2

4.64.6

「人権」をどのくらい身近な問題として感じているか

（兵庫県「人権に関する県民意識調査」平成 20 年）

平成１５年度調査と平成２０年度調査の比較

「ほんとの空」より

※カッコ内の変動率は前回調査との比較

平成15年度調査 平成20年度調査

身近に感じる層 ４７．６％ ４２．７％
（－４．９）

身近に感じない層 ２０．６％ ２２．６％
（＋２．０）

どちらとも言えない ２７．１％ ３０．５％
（＋３．４）
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 ３　心から理解すること

「やさしくなろう」
しまむら　かずお（シンガーソングライター）

やさしくなろう　もっと素直になろう

あたたかくなろう　やさしくなろう

嫌われるのが　怖くて

またひとつ　嘘
う そ

をついた

本当は淋
さ び

しがり屋の　ヘタなお芝居

誰も本当の自分を　分かってくれないと

人を恨んで　唇噛
か

んで

泣きながら言葉　投げつけた

気がつけばいつも　自分の我がまま

分かっているけど

「ごめんなさい」のひと言が

なぜか言えなくて…

やさしくなろう　もっと素直になろう

あたたかくなろう　やさしくなろう

仲間はずれが　怖くて

つい　誰かの悪口を

心にもなく話した　自分が嫌い

みんなそれぞれ大切な

人生を生きている

人を愛して　人に愛されて

幸せになるために　生まれてきた

振り向けばいつも　誰かがそばにいる

独りぼっちじゃないのに

「ありがとう」のひと言が

素直に言えなくて…

やさしくなろう　もっと素直になろう

あたたかくなろう　やさしくなろう

やさしくなろう　もっと素直になろう

あたたかくなろう　やさしくなろう

　この歌詞は、元高知市立長浜市民会館（隣保館）

館長で、現在シンガーソングライターとして活躍

している、しまむらかずおさんが作った「やさしく

なろう」です。しまむらさんは館長時代から同和

問題の啓発に取り組み、メッセージを心に届けた

いと、全国５００カ所以上で「やさしくなろうコン

サート」を開いています。

　「土佐弁に『ぼっちり』という言葉があります。

『ちょうど良い』という意味ですが、そこには心か

ら理解してこそ物事の本質が見え、いい関係が生

まれるという側面もある気がします。人と人が心か

らつながり合うために何が必要かを考えるヒント

があります」としまむらさん。「目で見える差別状

況が分かっても、目には見えない心理的差別やそ

の意識を変えることは難しい。『やさしくなろう』は、

優しくできる人間を目指すのではなく、優しい人間

を目指すのだという願いを込めています」と話し

ます。

（ひょうご人権ジャーナルきずな　平成 24 年８月号）

　しまむらさんは、著書「心のリンゴをあなたにも」

（リーブル出版）の中で、優しさとは「上から下

に行われるものではなく、強弱、大小、長短、貧

富を問わず、段差のないフラットな立ち位置にこ

そ成立するもの」と語っています。

　他者を排除せず、心から理解した上で自然に

行動できるようになることが大切です。

「ほんとの空」より

14 15



 ４　変わる勇気

「震災と人権～私たちに出来ること～」
Ｊ.Ａ.Ｔ.Ｄ . にしゃんた

（羽衣国際大学現代社会学部放送・メディア映像学科
准教授、多民族共生人権教育センター理事）

　スリランカの津波と東日本大震災に、大学の

学生たちとともに関わり、被災地と向き合いました。

その中で見えてきたものがあります。どのように被

災された方 と々関わっていき、それをどうやって長

く続けるか、です。

　震災と人権、この二つには共通点があります。

現状をきちんと受け入れ、私たちが変わっていか

なくちゃいけない、ということです。自分の考えだ

けで判断するのではなく、起きた現象を率直に受

け入れ、私たちも変わっていこうという勇気を持つ

こと、知識だけを変えるのではなく肌で感じていく。

それがともに笑える世の中を創るのではないかと

思います。

　ともすると、この変わっていこうとする動きを遮

るような壁が出てきます。それは、心の壁、制度

的な壁、言葉の壁です。心の壁は、思い込み、

決め付け、過信、無関心でできてしまいます。心

のスイッチを切ってしまっている状態です。スイッ

チを切らず、無関心にならないように心がけなくて

はなりません。制度的な壁は、法律、条例、ルール、

システムなどから生じます。私たちがそれぞれに

持っている物差しや常識もまた、壁になり得ます。

制度的な壁を常に更新しなければなりません。言

葉の壁もそうです。要はコミュニケーションです。

単なる言葉のやり取りだけではなく、互いに感性

を働かせて関わりあっていくことかと思います。

　共に笑える世の中を創ることと、三つの壁を取

り払っていくこと。この二つが、今回の大震災を

乗り越えるキーワードであり、それを実現すること

が、人権感覚に満ちた社会を創るとともに、われ

われを成長させていってくれると考えています。

　何をしないといけないか。それは被災地と関わ

って、その関わりを継続していくことであり、お互

いの違いを受け入れて変化していくことと思いま

す。

　今、変わる勇気が求められています。われわれ

と違う状況に置かれている人々がいるという現象

の中で、われわれが変わっていこうとし、成長し

ていこうとすることです。そしてそうすることもまた、

人権なのです。ともすると人権は、他者のためだ

けのものと捉えられがちですが、私たちが強く優し

く美しく、しなやかになっていくための権利もまた

人権と思っています。人権の捉え方についても、

進化していかなくてはならないと思います。

（（財）人権教育啓発推進センター「アイユ」

平成 24 年３月号より抜粋）

◆ 法務省が開設している人権相談
　□全国共通人権相談ダイヤル
　　（みんなの人権１１０番）
　　　　TEL :０５７０－００３－１１０
　□子どもの人権１１０番
　　　　TEL :０１２０－００７－１１０
　□女性の人権ホットライン
　　　　TEL :０５７０－０７０－８１０
　□インターネット人権相談受付窓口
　　パソコンからは
　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
　　携帯電話からは
　　http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

　□外国人のための人権相談所
　　< 全国８か所の法務局・地方法務局で >
　　　神戸：神戸地方法務局内人権相談室
　　　　　　（神戸市中央区波止場町１－１）
　　　　　TEL :０７８－３９３－０６００

 ５　相談窓口
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